
参考資料１ 

主要国における統計ニーズの把握状況 

 

 

 
オーストラリア フランス 

ユーザーグ

ループ及び

それらのグ

ループとの

定期的な会

合 

・会合名、主

催機関及び

開催頻度 

・ 豪州統計諮問委員会（ASAC: 豪州

統計局法により設置) 

・ ASACは、年２回(5、6月及び11月)

に定期会合を開催。事務局は豪州統

計局。 

・ 統計の分野ごとに国レベルで64団

体、州レベルで16団体の利用者グル

ープ。 

・ 各種、利用者グループは年２回程

度会合を開催。 

・ 国家統計情報審議会(CNIS) 

・ 本会議は年１回開催。この下に分野

別等の13のタスクフォースがあり、こ

れは年に１，２回開催。年に２つの合

同会議が開催される（社会タスクフォ

ースと経済タスクフォース）。この他

にアドホックにワーキンググループ

が開催。 

会合メンバ

ー 

・ ASAC：豪州統計官並びに大臣が任

命する議長(任期5年、再任可)及び10

名以上22名以内の委員(任期3年以

内、再任可) 

・ 各種利用者団体（分野別など）に

は、各省庁、州政府、アカデミー、

経済界、市民団体、関連団体。 

・ CNISは、国会議員、省庁、産業界、

労働組合、非営利団体、コミュニティ

ーグループ代表、科学界、有識者など

約100名のメンバー及び50名の代理

（alternate）で構成。本会議のメン

バーはタスクフォースに参加。 

会合の所掌、

権限等 

・ ASAC：①豪州国内で公共目的のた

めに提供される統計サービスの改

善、②年間の及び長期的な作業優先

順位及び作業プログラムであって上

記統計サービスの提供の主な諸側面

との関連で採用するべきもの、③統

計サービス全般に関連する事項、に

ついて大臣、豪州統計官に助言(豪州

統計局法第18条第1項)。 

・ ASACや各種利用者団体は豪州統計

局が提案した統計関連事項に対して

アドバイスを実施。その後統計局が

実行に反映。 

CNIS は次の問題を論議し、それらの

意見を公表。:  

・ 統計的情報処理体系の現状及び改善

・ 統計プログラム及びそれらを広める

方法 

・ 公的機関により提供される統計手法

に必要な改善 

・ 主要な社会経済分類の設計、改正及

び更新 

・ 経済・社会データベースの内容、ア

クセス方法、価格設定の基準 

また、CNIS は年次プログラムに意見

を出し、中期的提言を作成。(INSEE HP

より) 

（注）第４回ＷＧ（平成20年３月26日開催）資料３を基に作成。 


